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集落単位

◯◯堰

県営ほ場整備事業◯◯地区

事業単位 集落営農単位

組織の範囲の考え方について

１

集落ぐるみ単位で
保全管理を行う組織

ため池や堰など水系単位
で保全管理を行う組織

ほ場整備事業など事業実施区
域単位で保全管理を行う組織 集落営農組織単位で

保全管理を行う組織

水系単位

活動や合意形成が
仕易い組織



農用地の区分（認定農用地面積・対象農用地面積）

○「認定農用地」とは組織が共同で保全活動を行う農用地です。

○「対象農用地」とは交付金の対象となる農用地です。

○農振白地は交付金の対象面積に含められますが、期間内に転用等が発生した場合交付金の返還の恐れがあります。

○公道(国県市町村道）・河川・山林・公園・畜舎・宅地等は認定農用地及び対象農用地に含む事はできません。

○中山間直払いに取組んでいる農用地も多面事業の農用地に取り込めます。※（重複区間の保全管理は多面の交付金で実施）

※地目は「田」であっても、ハウスなどが建って「水田」の機能がない場合は現況地目で判断するので、「畑」と見なします。

※遊休農地を対象農用地として活動計画書に位置付けた場合は５年間で耕作可能な状態にする事が必須になります。 ２

農振白地は転用等の予定は
ないか確認が必要です。



実施区域位置図

３

詳細な図示は必要ありません。

保全管理する用･排水路
農道等は全て図示します

活動の対象となる｢農地･
施設」を全て図示します
この範囲以外での活動は
出来ません。

詳細は｢活動の手引き｣を参照。



認定に必要な書類（参考）

４

認定の手続きについて

活動組織及び広域組織へ認定を
通知します。認定した内容は
掲示板で公表します｡

様式1-3号の記載内容が変わりま
した。

総会等で承認された内容は欠席
者を含め全ての構成員に書面
等をもって周知して合意形成
を図る事が大事です。

県内では7年度570組織中
約296組織が再認定を受ける事
になっています。



５

計画認定の申請（様式第１－１号）

Ｒ７年度で様式は変わりました。
組織には新様式で申請するよう
指導して下さい。

認定の申請書です。組織が「市町村に提出する
書類」は公印は省略できます。

申請期限は活動を開始しよう
とする年度の
６月３０日です。

申請期限は６月３０日ですが、
4月には申請出来るように新規及び継続の組織
には早めに準備をするよう指導をお願いします



多面的機能発揮促進事業に関する計画（様式第１－２号）

地域の特色を踏まえて、地域の現況・目標を
記載します。
○市町村より助言をお願いします。

取り組む交付金の種類のみに「○」を記載
します。

資源向上支払交付金(共同活動)に取組む場合
は構成員には必ず農業者以外の参加者が条件
になります。

活動の内容は取り組む交付金の種類以外の文言
は削除して下さい。

６



７

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書（様式第１－３号）

（活動計画書の主な記載内容）

1)活動期間
2)実施区域内の農用地・施設
3)実施区域位置図
4)組織構成員一覧
5)多面と中山間直払いとの重複面積
6)交付金額
7)組織の広域化・体制強化の計画
8)活動の計画(毎年行う活動計画)

※活動計画書は５年間の活動計画
です。組織の実情に合った
無理のない計画になるよう指導
して下さい。



８

活動の実施期間及び計画変更年度
について記載します。

計画変更には「認定」と「届出」が
あります。活動期間中に取組内容を変え
た場合は計画を変更してください。
・認定のア〜オ以外の事案については
届出になります。

活動計画書に位置づけてない活動はできません。
活動計画書と実績の内容が合うようにして
ください。

活動期間は原則５年間です。

計画を変更した年度を記載します。



遊休農地を活動計画書に位置付けた場合の
注意点‼

遊休農地は活動期間内に作付け出来る状態
に戻す事が条件になります。
達成できなかった場合遡及返還‼が発生し
ます

農地には「認定農用地」と「対象農用地」
があります。
認定農用地＝組織が保全活動を実施する農用地
対象農用地＝交付金の算定対象となる農用地

農振白地を対象農用地に取込む時の注意点‼

活動期間内に農地の転用等が発生した場合
公共事業など「やむを得ない理由」以外は
遡及返還‼の対象になります。

地目は現況により判断します。

注︓特に水田は畦畔があり貯水機能を
有する事。またハウスや畦畔より高い
盛土などがある場合畑と見なします。

９



1０

施設とは
農業用の用排水路･農道･ため池
です。
※畜舎･集荷場･機械ｾﾝﾀｰ等は該当

しません。

白抜きに長寿命化を行う数量を記載します。
※上段の内数になります。

水路全体の中に排水路がある場合に内数を記載し
ます。

中山間直払いと重複する面積を記載します。

※重複区間の保全活動は多面の農地維持
活動の交付金で実施します。



1１

多面的機能支払に係る活動計画＜１号事業様式・(別紙１)＞

多面的支払交付金の活動組織には
広域活動組織と活動組織
があります。

※広域化は面積規模が条件です。
・農用地面積が200ha以上
・条件不利地域においては50ha以上
200ha未満又は協定に参加する集落3
以上の範囲の規模であれば広域組織を
設立する事ができます。

注︓｢条件不利地域｣とは鹿児島県では
多面の区域が中山間直払いに全て取り
組んでいれば50ha以上で広域化出来
ます。

農地維持支払は、田から畑に変更しても
期間中に単価を変える必要はありません
次の再認定で変更して下さい。

Ｑ&Ａ54〜56参照



多面的機能支払に係る活動計画＜１号事業様式・(別紙１)＞

6

組織の条件･取組内容により交付単価が変わります。

全ての組織‼において直営施工を行わない場合は
基本単価の5/6になります。 (R7年度より)

（長寿命化の交付額の考え方）
①活動組織
対象面積×基本単価の交付額と
集落数×200万円の交付額を比較し
額の少ない方が上限になります。
②広域組織
対象面積×基本単価が交付額になります。 1２

基本単価×75％×5/6

基本単価×75％×5/6

広域組織を新たに設立と同時期に活動支援班を設立した
場合、加算を受けることができます。40万円/組織



1３

集落数は「農林業センサス」における
農業集落数になります。

農業地域類型・地域振興立法・棚田指定
については、市町村より組織に説明を
お願いします。

農振白地を交付額の算定面積に入れる場合
に記載します。

※白地を活動の範囲には入れるが、交付額
の算定面積には入れない場合は面積は記載
しません。

※白地は活動期間中に転用等があっ
た場合遡及返還‼が発生する恐れが
あるので取込む場合注意が必要です



1４

農地維持の活動は
取組番号(１〜２３)ありますが、
全て実施する必要はありません。

白抜きの部分が「必須」の項目です。
必ず実施してください。

（毎年度実施する取組）必須
1,2,4,5,7,8,10,13

（点検の結果に基づく取組）
6,9,11,12,14,15

3.事務･組織運営と機械の安全使用に関す
る研修は５年間に各1回以上受講する必要
があります。

必ず実施する取組と点検の結果で
未実施でも良い取組があります。
要綱基本方針(別紙1､2､3)参照



1５

地域資源(農地、水路、農道、ため池等）
を今後どのように守っていくか

※組織で話合い等を行う必須の取組です。

実際に取組む内容は17〜23の中から
選択して取組み毎年実施します。

取り組んだ内容は記録に残します。

※地域の実情に合った取組易い項目を
選択して下さい。

詳しくは「活動の手引き」の
(活動組織用)Ｐ58〜65参照
(広域組織用)Ｐ69〜76 〃

・水土里ネット鹿児島ホームページ
「水土里サークル活動」に「手引き」が
あります御活用下さい。



1６

機能診断(24~27)の結果を踏まえて
年度活動計画策定(28)を行います。
必須の項目です。
※農地維持の点検と同時に行えば効率的
です。

共同活動は「施設の軽微な補修」と「農村
環境保全活動」そして任意の「多面的機能
の増進を図る活動」になります。

・(29)機能診断･補修技術研修は
活動期間内（5年間）に1回以上受講
して下さい｡

・補修等に詳しい専門業者等を呼んで
自主的に技術研修を行っても良いです。

実践活動(30〜33)は機能診断の結果が
良好であれば実施の必要はありません。



1７

注︓例えば、土水路をコンクリート水路に更新する場合、
構造物の耐用年数は１７年ですが、1･2年で壊れて補修を行うよう
であれば二重投資になり不経済‼「品質管理」も重要です。



※（農業者だけではだめ）
実践活動は、農業者だけでなく、
農業者以外の参加が必要です

活動を通して地域に水土里サークル
活動に対する意識を高めてもらうね
らいがあります。

選択したテーマに基づいて
計画策定･実践活動･啓発･普及
の取組を行います必須の取組みで
す。

51「啓発･普及」はどんな取組︖

・農村環境保全活動に対する地域住民
の理解を深めるための活動

（必須の取組）

注︓60「広報活動･農的関係人口の
拡大」は地域外から活動参加者を

呼び込んで農的人口の拡大を図る活動
になります。 間違わない様に‼

18
※要綱基本方針でご確認下さい。



19

この活動は「任意」の活動ですが、
選択して取組まなかった場合
基本単価の6/6から5/6になり、
差額の返還‼が発生します。

地域の実情にあった
取組を選択して下さい。

※多面の増進活動に取組む組織で
都市的地域または平地農業地域に該当する
組織は(60)の取組みが必須になります。

60「広報活動･農的関係人口の拡大」は
どんな取り組?

地域外からの呼び込みによる農的関係
人口の拡大のための活動。

（任意の取組）



イメージ図（５３）鳥獣被害防止対策及び環境保全活動の強化の主な取組み内容

20

河川管理者の承諾を得て、
通行に支障のある草木を伐採します。

山林管理者の承諾を得て、
通行に支障のある枝等を伐採します。

山林管理者の承諾を得て、
農地に支障のある竹や樹木の根等を除去します。

鳥獣被害防止対策のため資材(電柵･フェンス)
等は本交付金では購入出来ません。

交付金が充てられるのは設置に係る日当や
機械経費等を想定しています。資材について
は、獣害対策事業等他の事業で購入するよう
指導をお願いします。 Ｑ＆Ａ18~19参照

取組みの目的は︖

区域内にイノシシなどの侵入を抑制する
「鳥獣緩衝帯」を整備して農地周りの
環境改善を図ります。



21

直営施工等を選択している組織は必ず取り
組んでください。
未実施の場合基本単価の5/6が5/6になり
ます。
交付金の返還‼も発生します。
※R7年度より広域組織も対象になりました

１件当たり200万円を越える工事は
「長寿命化整備計画書」を作成して市町村の審査を
受けます。又必要に応じて県とも協議します。

○長寿命化はどんな取組があるの︖
・組織で施工を全て行う「全部直営施工」
・専門知識が必要な工事は業者に外注して残りを

組織で行う「一部直営施工」
・高度な技術や特殊機材が必要なため業者に

任せる「外注工事」があります。

○直営施工のメリット
外注工事に比べて経費が掛からず安く工事ができ
ます。その分、材料を多く購入する事ができます

道･排水路にある付帯施設の単位は
１箇所の場合0.01kmになります。
例︓2箇所⇒0.02ｋｍ



22

工事1件あたり200万円の
考え方は活動の手引き

(P33)を参考にして下さい。

工事1件あたり200万円を超えた場合は
長寿命化整備計画書に（施設の概要･補修内容・
概算事業費）等を記載します。

機能診断の結果を
記載します。 概算事業費は見積書などの

算出根拠が必要です。

※組織自らが直営施工を行う場合は工事１件が200万
円を超えても長寿命化整備計画書は必要ありません。

（協議内容）
・多面で行う整備内容か?
・土地改良区が行うべき施設ではないか?
・適正化事業や県営､団体営などの他事業はないか︖
・緊急性があるのか︖
・直営施工ではないのか︖

等を検討します。



23

土地改良区が管理する施設を本交付金で
補修等を行う場合は工事に関する確認書
を事業計画書と併せて市町村長に提出して
ください。

土地改良区等との協議内容に応じて修正
して下さい。

・活動組織と土地改良区はそれぞれ
が保全管理する施設のすみ分けを
して下さい。

・他の事業で補修計画はなかったか
事前に確認して下さい



24

未舗装農道を砂利舗装に更新

素掘り水路からｺﾝｸﾘｰﾄ水路へ更新

長寿命化の進め方

長寿命化の活動は、機能診断
から始まり計画書作成及び
工事完了後の施設管理者への
財産譲渡までです。

完成した施設は必ず施設管理
者に譲渡して下さい。

長寿命化の取り組みについて



水路の機能診断

25



機能診断の取りまとめ(必須)

26

補修の内容･規模に応じて
共同活動の軽微な補修でするか︖
長寿命化でするか︖

検討します。



27

農道 ６３農道の補修 舗装の打替え（22号道路） 210 ｍ W=3.0ｍ 15,000 2,000,000

38,570,000

Ｒ7年度 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度

活動計画書に記載
診断結果と優先順位により５ヶ年で
12路線が対象になりました。
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※運営委員会及び総会等の活動項目番号は３００番になります。

活動項目番号表 （農地維持活動） （活動の手引き Ｒ6年度版）
活動項目について

赤文字は県独自の取組です。
「活動の手引き」より抜粋



活動項目番号表（資源向上･共同活動）

29

「活動の手引き」より抜粋



活動項目番号表（資源向上･共同活動）

30

「活動の手引き」より抜粋



活動項目番号表（長寿命化）

31

「活動の手引き」より抜粋

・水土里ネット鹿児島ホームページ
水土里サークル活動に「活動の手引き」
等があります御活用下さい。



32

その他(経費及び事務作業フローについて)

②大事なこと‼

・機械などを購入する際は、使用頻度･維持費などをリースと
比べてどちらが経済的か比較検討して下さい。

･作業の委託や機械購入の際は、原則3者以上の見積もりを徴
収して下さい。

多面で支出できる主なもの 「活動の手引き」より抜粋

①大事なこと‼
・日当や借用機械等の
単価は市町村が公表して
いる単価等を参考にして
地域性を考慮した常識的
な単価にして下さい。

・役員手当なども組織の
合意の基決定します。

・単価等決定事項は内規
に明記します。



33

「活動の手引き」より抜粋

多面で
‼支出できない‼

もの

計画にない多面の目的以外
の活動に支出した場合は
対象額を返還‼

する事になります。

この項目に該当する物品及び
活動等には多面では支出でき
ませんので組織には周知をお
願いします。



34


